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食品工場及び業務用厨房施設における 一酸化炭素中毒事故の防止につい

て（要請）

上記の件について、経済産業省は別添のとおり、食品工場及び業務用厨房施設におい

て液化石油ガス及び都市ガスの消費を行う者に対して注意喚起を行うこととしました。

つきましては、食品工場及び業務用厨房施設の液化石油ガス及び都市ガスの消費設備

による 一酸化炭素中毒事故防止のため、関係機関及び関係団体に対し、別添事項につい

て注意喚起を行うよう要請します。



別添

食品工場及び業務用厨房施設における一酸化炭素中毒事故の防止について

近年、食品工場及び業務用厨房施設において都市ガス及び液化石油ガス（以下、 「ガ
ス」という。）の消費設備による一酸化炭素（以下「 co」という。）中毒事故が発生し
ています。平成 2 8 年は 5 月末時点で、 1 件（死者 0 名、症者 1 名）発生したほか、平
成 2 7 年は 4 件（死者 0 名、症者 1 6 名）発生しました。これらの事故原因は、 機器の

経年劣化や換気が不十分なため、消費設備が不完全燃焼を起こし、 co が発生したもの
です。 - . 
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食品工場及び業務用厨房施設においてひとたびco中毒事故が発生した場合、従業員
のみならず来店者も被災する可能性があることから、換気、点検、手入れ、業務用換気
警報器設置等の重要性について、業務用厨房の所有者、 従業員、アルバイト等の理解を
促すことが重要です。

経済産業省は、食品工場及び業務用厨房施設におけるガスの消費設備による co 中毒
事故を防止するため、下記の事項について、ガスの消費設備の使用者及び管理者に対し
て注意喚起をします。

記

1. ガスの消費設備の使用中は、必ず換気（給気及び排気の両方）を行うこと。特に夏
期、冬期等冷暖房機を使用する時期においても、室内でガスの消費設備を使用する際
には、必ず換気を行うこと。なお、現場において換気し忘れを防止するための工夫を
実践すること。

2. ガスの消費設備の使用者及び管理者は、ガスの消費設備の使用開始時及び使用終了
時に当該設備の異常の有無を点検するほか、1日に1回以上、ガスの消費設備の態様
に応じ、当該設備の作動状況について点検し、異常のあるときは、当該設備の使用中
止、補修その他の危険を防止する措置を講じること。

3. ガスの消費設備及び換気設備は、日頃から手入れをすること。特に台風、地震、積
雪等の自然災害後は当該設備の異常の有無を点検し、異常のあるときは、当該設備の
使用中止、補修その他の危険を防止する措置を講じること。また、停電中は、換気扇
及び給排気設備が作動しない場合があるので、停電中にやむを得ずガスの消費設備を








